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 …本法の定める審判手続は、準司法手続としての性格が強いので、司法手続きと同様に、適正手続の保障の理念に適い、

手続の主宰者である審判者は職務を公正に行うことが強く要請されているものと解するべきであり、その前提として、審判

が公平で偏頗でないことが必要不可欠であるというべきである。 
 この点につき、本法は、審判手続の主宰者について、公正取引委員会は、法四六条一項各号の処分のほか、その後の審決

以外の審判手続の一部を審判官に行わせることができるが、ただし、当該事件につき審査官の職務を行ったことのあるもの

その他当該事件の審査に関与したことのあるものについては、この限りではない（法五一条の二）として、公正取引委員会

の下部組織の事務局職員レベルで、審査機能と審判機能とのいわゆる職能分離を規定している。審判官は、事務局の職員の

うち、審判手続を行うについて必要な法律及び経済に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認め

られる者について、公正取引委員会が定めるものであり（法三五条三項）、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わな

ければならないものであるが（審査・審判規則二七条二項）、その職務の公正を確保するためには、その公正な判断能力及

び識見に依拠するだけでは、客観的公正さを期し難いので、右の職能分離によって、審判手続の主宰者である審判官の予断

や偏見を排除し、審判手続の公正な運用と真実発見に資するため、手続主宰者の資格を規制したものである。 
 これに対し、本法は、公正取引委員会又はその構成員である委員については、右のような職能分離の規定を設けてはいな

い。それは、公正取引委員会が、基本的には、自ら審判を開始するか否かを決定し、かつ、審判をする機関であり、下部組

織である事務局職員に、その事務処理や手続を行わせても、審査（調査）、審判手続の開始（訴追）、審判（聴聞）及び審決

の権限を統括的に保有している（法 27 条の 2）からであって、公正取引委員会それ自体につき職能分離の規定を設けるこ
とは、とりもなおさず、このような権限を統括的に保有する行政委員会そのものを否定する結果となるからである。… 
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